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規制の事前評価書（要旨）

法律又は政令の名称

評価実施時期

規制の目的、内容及び必要性等

直接的な費用の把握

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

規制の名称 EEZ（排他的経済水域）における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を認める制度の創設

規制の区分 規制の新設

　EEZ（排他的経済水域）における風エネルギー生産等の主権的権利並びにその構築物の設置及び利用に関する管轄権については、海洋法に関する国際連
合条約において沿岸国に認められている。
　政府は、「洋上風力産業ビジョン（第１次）」（2020 年12月15日策定）において、  洋上風力発電の案件形成目標として、2030年までに1,000万kW、2040年まで
に3,000万kW～4,500万kWを掲げ、これまで領海及び内水の海域にて導入を促進してきたが、当該目標の達成のためには、領海及び内水だけでなく、世界第６
位の面積を誇るEEZにおいても洋上風力発電の整備を効率的に促進していく必要がある。

［規制の内容］
・EEZ（下記により許可された区域を除く。）における海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置を禁止する。
・経済産業大臣は、EEZ内に募集区域を指定し、当該募集区域に発電設備を設置しようとする者は、設置区域の案等を提出し経済産業大臣及び国土交通大臣
よる仮の地位の付与を受けることができる。
・経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮の地位の付与を受けた事業者や利害関係者を構成員とする協議会を組織し、当該事業者から設置の許可に係る申
請を受けた場合は、協議会において協議が調った事項と整合的であること等の許可基準に適合している場合に限り、海洋再生可能エネルギー発電設備の設
置を許可することとする。

　EEZにおいて海洋再生可能エネルギー発電設備を整備しようとする者において、
・募集区域内での設置区域図の案、供給価格や事業内容等を記載した事業計画案の作成・提出及び仮の地位の付与に係る申請に関する費用
・事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会の実施に関する費用
・設置計画及び区域図の作成・提出及び設置の許可に係る申請に関する費用
等が発生するが、これらの事項は自然的条件、地域の実情に因るところが大きいことや、現時点で募集区域の具体的な規模及び各事業者が申請する事業規
模は未定であり、事業者ごとに海域の自然的条件や利害関係者の調整状況等が異なるため、その作成・提出に係る費用負担を一律に定量化することは困難
である。

　経済産業省において、募集区域を指定するに当たって、区域の状況を調査するための調査費用が発生する。EEZでは、水深や海底地形、気象海象、調査対
象区域の規模が領海内と異なるため、現行法で定められている領海及び内水の海域において整備を促進する区域である促進区域を指定する際に掛かる費用
を踏まえても定量的な試算は困難である。
　また、経済産業省及び国土交通省において、
・海洋再生可能エネルギー発電設備を整備しようとする者から提出された設置区域や事業計画等を審査し、仮の地位を付与するために必要な手続きの実施に
係る費用
・募集区域ごとに協議会を設置する費用
・協議会で協議が調った事項と整合的等の基準を満たす場合に設置を許可するために必要な手続の実施にかかる費用
が発生するが、現時点で生じる案件数は想定できず、定量化することは困難である。



備考

　今般の制度の新設は、GX実現に向けた基本方針（令和５年閣議決定）、経済財政運営と改革の基本方針2023（令和5年閣議決定）、海洋基本計画（令和5年
閣議決定）等の政府計画等を踏まえ、「排他的経済水域（EEZ）における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する検討会」及び「総合資源エネル
ギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 洋上風力促進
ワーキンググループ、交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」にて議論し、措置を行うものである。

その他関連事項

事後評価の実施時期等

副次的な影響と波及的な費用の把
握

　海洋再生可能エネルギー発電設備は、部品数が多く（数万点）、また、事業規模も大きいことから 、地元産業も含めた関連産業への波及効果が大きく、地域
活性化にも寄与する。

代替案との比較 　本規制では仮の地位の付与と許可の２段階の手続を設けているところ、代替案として、許可のみとすることが考えられる。その場合、①協議会で利害関係者
との調整を完了した事業者に、許可を付与する案又は②協議会の実施前に許可の付与手続を設け、許可事業者が協議会での利害関係者との調整を行う案
が想定される。
　①の場合、EEZにおいて海洋再生可能エネルギー発電設備を整備しようとする複数の事業者が利害調整を行うため、事業者・利害関係者ともに調整すべき
者を把握し、調整する際に、多くの時間と費用を要することとなる。また、事業者は、最終的に海洋再生可能エネルギー発電設備を設置できるか担保されてい
ない状態で利害関係者との調整等を行うこととなるが、事業の実施ができなくなるリスクが高まるため、案件形成が進まない可能性がある。
　②の場合、利害関係者との調整が未完了の状態で事業者に許可が付与され、その後協議会が実施されることとなるが、協議会における利害関係者との調
整を踏まえて設置区域等に変更が生じる可能性があり、事業者は追加的な費用等を要するため、参入する便益が少なく、案件形成が進まない可能性がある。
　以上の理由により、代替案ではなく本規制案を採用することが妥当であると考えられる。

費用と効果（便益）の関係

直接的な効果（便益）の把握

　上記のとおり、募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者並びに経済産業大臣又は国土交通大臣に、遵守費用及び行政費
用が発生するものの、本規制が創設されれば、EEZにおいて海洋再生可能エネルギー発電設備を整備しようとする者は、仮の地位を付与されることで法的担
保のある地位をもって利害関係者との調整を行うことができ、法定協議会において事業実施のための調整を適切に行うことができる。加えて、設置の許可を得
るまでのプロセスが決められているため事業の予見性をもつことができ、案件形成を進めやすくなる。
　また、海洋再生可能エネルギー発電の導入が進むことによって長期エネルギー需給見通しの実現が図られ、安定供給・経済効率性・環境適合の達成を通し
て我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することとなる。
　以上のことから、本規制の導入は妥当と考えられる。

　本法律案附則において、法施行後５年を目途に見直すこととしており、併せて、本規制の新設の事後評価を実施する。

　EEZにおいて海洋再生可能エネルギー発電設備を整備しようとする者は、仮の地位を付与されることで法的担保のある地位をもって利害関係者との調整を行
うことができ、法定協議会において事業実施のための調整を適切に行うことができる。加えて、設置の許可を得るまでのプロセスが決められているため、事業
者が巨額の投資判断をすることができ、案件形成を進めやすくなる。
　また、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置が許可された区域において、民間事業者がその整備を行うことにより、再生可能エネルギーの導入が拡大
し、第６次エネルギー基本計画（2021年10月閣議決定）で示された、安全性を大前提としつつ安定供給・経済効率性・環境適合を達成するエネルギーのベスト
ミックスの実現に寄与するとともに、政府が掲げる洋上風力の案件形成目標の実現にも寄与する。

【第６次エネルギー基本計画の実現により得られる便益】
・洋上風力発電について、2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000～4,500万kWの案件を形成（領海及び内水の海域によるものを含む。）


